
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 教育・保育給付支給認定 

根拠法令及び条項 子ども・子育て支援法第19条第1項 第20条第3項（未施行） 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

子ども・子育て支援法 

別紙のとおり 

 

審査基準 

設定年月日 
Ｈ２７年４月１日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間( 申請日より一カ月           ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
Ｈ２７年４月１日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署   こどもみらい部   こどもみらい課  

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 



 

別紙 

（支給要件） 

第十九条  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者

に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二

十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、

第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する

特例保育の利用について行う。  

一  満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するも

のを除く。）  

二  満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府

令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの  

三  満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家

庭において必要な保育を受けることが困難であるもの  

（市町村の認定等） 

第二十条  前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教

育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その

小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及

びその該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、

その認定を受けなければならない。  



 

３  市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就

学前子どもが前条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると

認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量

（月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地

域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。）の

認定を行うものとする。  

 


